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問 農業委員会　☎（232）4924

◆任期　５月７日㈫～令和９年５月６日㈭
◆農業委員　※敬称略

　農業委員は、法により市町村に設置が義務付
けられている行政委員会で、農地法などに基づ
く許認可の他に、農地などの利用の最適化（担
い手への農地利用の集積と集約化、遊休農地の
発生防止 ･ 解消、新規参入の促進）の推進のた
めに活動しています。
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◆農地利用最適化推進委員　※敬称略
　農業委員と力を合わせて、担当区域の担い手
への農地集積や、遊休農地の発生防止 ･ 解消、
新規参入の促進などの活動を行います。
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申問 農業委員会　☎（232）4924

農業委員と農地利用最適化推進委員を紹介

農地の売買・貸借・転用などは　　　　
許可を受けてから

　農地は、食料生産に欠かせない国民の財産であ
り、地域の貴重な資源です。農業者が農業をする
ために農地を守ることや農業生産の増大を図るこ
とを目的に、農地法で権利移動・農地転用などの
制限が定められています。

農地の売買や貸借をするとき
　農地を耕作目的で売買・貸借するときは、農業
委員会の許可が必要です。
　資産保有・投資目的の売買や、農地を取得する
適格者でない場合には許可できません。

農地を転用するとき
　住宅・倉庫・駐車場・山林など、農地以外のも
のに用途を変えるときは、農業委員会を経て県知
事の許可が必要です。
　例えば、許可なく次のような行為をすることは
農地法違反です。
◦農地に家や工場を建てる
◦農地に倉庫や牛舎を建てる
◦農地を駐車場や資材置場にする

まずは農業委員会事務局まで
　農地法の許可には、農業委員会が審議や現地調
査などを行うため時間がかかります。また、具体
的な計画が必要になり、作成書類も多くあります。
　農地を売買・貸借・転用する前に、早めに農業
委員会事務局までご相談ください。

農地を売買・貸借・転用するときは
ご相談ください

問 環境生活課　環境生活係　☎（232）2114

　４月３日、町はサントリーグループと、ペット
ボトルの「ボトル to ボトル」水平リサイクルに
関する協定を締結しました。
　これは、使用済みペットボトルを新たなペット
ボトルに作り替えるリサイクルを、サントリーグ
ループと共同で行うためのものです。

　ペットボトルをペットボトル以外にリサイクル
すると、使用後に焼却されてしまったり、リサイ
クルされても、多くの場合数回でリサイクルの輪
がとぎれてしまったりします。
　ペットボトルをペットボトルに作り替える「水
平リサイクル」を行うことで、新たな化石由来原
料の使用量を減らすことや、ペットボトルの再生
先が「見える化」されることによるリサイクル意
識の向上などが期待できます。
　なお、町民の皆さまのごみの出し方に変更はあ
りません。
　今後も、町では、ペットボトルのさらなるリサ
イクル促進を図り、脱炭素・循環型社会の実現を
推進していきます。
◆ペットボトルの適切な出し方

①キャップとラベルを外す。
②中を水ですすいでからごみに出す。
③キャップとラベルは、プラごみに出す。

サントリーグループとペットボトルの
「ボトル toボトル」水平リサイクルに関する協定を締結

支援金給付には申請が必要です
　紙による申請の他、スマートフォンやパソコン
でのオンライン申請も可能です。詳しくは、ＬＰ
ガス販売事業者から配布される申請案内をご確認
ください。
◆申請期間　５月20日㈪～８月23日㈮
◆給付額　一律４千円
※申請案内が届かない場合は、

お問い合わせください。

ＬＰガスを使用している
生活者の皆さんへ
支援金を給付します 申問 環境生活課　環境生活係　☎（232）2114

◆対象となる植物
つる性植物全般で、本年度に自ら設置したもの
◆対象者

◦家庭部門　町内の自らが居住している個人住
宅でグリーンカーテンを育てた人

◦団体部門　町内の事業所、学校、保育所など
◆申込方法

申込用紙に写真を添付の上、環境生活課へ提出
する（応募用紙は環境生活課または各センター
にあり、町ホームページからもダウンロードで
きます。）
◆申込期間　７月１日㈪～８月30日㈮
◆表彰（各部門ごと）
　◦最優秀賞・優秀賞　１点
　◦入賞　　　　　　　３点

グリーンカーテン
コンテストを開催

問 県ＬＰガス支援金コールセンター
　 ☎（300）0734

町では、ＬＰガス（プロパンガス）の価格高騰の影
響を受けている生活者を支援するため、県ＬＰガ
ス協会を通して、ＬＰガスを使用している人（事
業用除く）に支援金を給付します。

任期満了に伴い、新しい農業委員を任命しました。
また、農地利用最適化推進委員も併せて委嘱しま
した。共に3年間の任期となります。

自分の農地でも、農地法の許可なく売買・貸借・
転用することは農地法違反です。これらを希望す
る場合は、速やかにご相談ください。

協定書を手にする関係者

オンライン申請はこちら 詳しくはこちら


